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2019 年 6 月 13 日

経済産業大臣　世耕 弘成 様（質問 1 〜 6）

原子力規制委員会委員長　更田 豊志 様（質問 7）

福島みずほ事務所　　　　　

参議院議員会館 1111 号室
電話 03-6550-1111　

上関原発に関する質問（2）

　2019 年 6 月 7 日（金）は、お時間を割いてご対応下さりありがとうございました。

　さて、当日のご回答は、質問書が明確に文書でのご回答を求めなかったこともあり、口頭

でのご回答でした。当日の協議も踏まえて改めて以下質問しますので、文書にてご回答下さ

い。

　ご回答の期限は、勝手ながら、6 月 20 日とさせて頂きます。

　なお、もし当方の理解に瑕疵がありましたら、その旨もご回答に含めて下さい。

1. 福島原発事故以降のエネルギー基本計画において、新規原発を想定しなくなった理由に

ついては、「再稼働を安全最優先で進めるべきと考えているから」とのことでした。また、

現在の第 5 次エネルギー基本計画の 2030 年電源構成における原発比率 22~20% も再稼

働のみを想定しており、新増設は含まれていないとのことでした。この理解でよろしい

でしょうか。

2. どうして再稼働のみで新増設を想定しなくてよいのかご教示下さい。

3. 「現時点で新増設は想定していない」には、法的根拠はなく、政府答弁にのみ依拠すると

のことでした。では、その政府答弁とは、いつ、どの場での答弁でしょうか。全てご教

示下さい。

4. 中国電力株式会社による、2016 年 6 月 14 日付経産省への問合せに対する、同省 資源

エネルギー庁 電力 ･ ガス事業部 電力基盤整備 安永崇伸課長の回答には「上関原子力発

電所に係る重要電源開発地点指定は引き続き有効であり、事情の変化が無い限り、解除

することは考えていない」とあり、ここで言う「事情の変化」とは①「事業者が有する

計画」と②「地元の状況の変化」とのこと。つまり、福島原発事故は事情の変化として

考慮されていないと言うことですが、現在のエネルギー基本計画も含めて、福島原発事

故以降のエネルギー基本計画を踏まえれば、当然、福島原発事故は考慮されるべきだと

言わざるを得ません。重要電源開発地点に関して、これが考慮されない理由についてご

説明下さい。

5. 前項、安永課長の回答書は、課長名による回答であり、また文書番号もありません。ど

の範囲での決裁文書なのでしょうか。また、同回答は、経産省あるいは国政府としての
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回答と言えるのでしょうか。

6. 重要電源開発地点指定には、規程が定める要件に適合していると認められる必要があり

ます（第 4 条 5 項）。また、この要件のいずれかに適合しなくなった時、経済産業大臣

は指定を解除することができます（第 7 条）。現時点での、12 項の各要件に対する上関

原発の合否を要件毎に個別にご回答下さい。

7. 上関原発計画は、新設原発に関する新規制基準がない中、また中国電力 ( 株 ) からも「補

正書」なりの新たな申請が為されない中、2009 年 12 月 18 日の原子炉設置許可申請が

未だ審査中扱いとされているとのこと。これは以下の理由で、原子力規制委員会による

不作為との誹りを免れないと考えます。①標準処理期間を大幅に超えており、明らかに

裁量権の逸脱であること。②国政府が新増設を想定していない中、当然、新設原発の新

規制基準は策定できないのであり、従って、仮に「補正書」なりの新申請が中国電力 ( 株 )

から為されたとしても、正当な審査はできない状況であること。③本件留保が、現地に

おいては実質的に設置の可能性を示唆するものとして機能しており、いくつもの裁判提

起が証するとおり、権利侵害の要因となっていること。従って、原子力規制委員会は、

直ちに現在の申請について許否の判断をすべきだと考えます。見解を示して下さい。

以上


